
「川越市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基

準を定める条例」の一部改正（案）の概要について 

 

令和６年 １０月 

こども未来部こども政策課 

改正しようとする市規則 

 川越市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基

準を定める条例（平成 26年規則第 63号。以下「市条例」という。） 

 

関連する国の基準府省令 

 幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準 

（昭和 23年厚生省令第 63号。以下「基準府省令」という。） 

 

関連する法律 

 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 

（平成 18年法律第 77号。以下「法①」という。） 

 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の

一部を改正する法律（平成 24年法律第 66号。以下「法②」という。） 

 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の

整備に関する法律（令和６年法律第 53号。以下「法③」という。） 

 

１．趣旨 

基準府令の一部改正に鑑み、市条例の一部を改正しようとするものです。 

 

２．内容 

（１）国の基準府令の改正概要 

 ・ 教育及び保育を一体的に提供する幼保連携型認定こども園に配置すべき

教育及び保育に直接従事する職員の員数には、保育教諭等だけでなく、副園

長又は教頭を算入することができるところ、当該算入ができる副園長又は

教頭については、原則として、幼稚園教諭免許状を有し、かつ、保育士の登

録を受けた者に限ることとされています（基準府省令第５条第３項の表中

備考第１号）。 

 ・ ただし、法②施行後 10年間（令和６年度末まで）は、同規定による副園

長又は教頭の資格要件について、幼稚園教諭免許状又は保育士登録のいず

れか一方を受けている者でよいこととすることができる特例が設けられて

います（基準府省令附則第３条）。 

 ・ これは、幼稚園教諭免許状と保育士登録の両方を受けた人材の不足状況を

踏まえて経過措置を講じられているものですが、同様の特例を設けている



保育教諭等の特例について、延長の措置が講じられたこと（※参考）、及び

保育教諭等の状況を考慮し、今般、副園長又は教頭についても、幼保連携型

認定こども園に配置すべき教育及び保育に直接従事する職員の員数に係る

特例の延長が行われたものです。 

 ・ 延長期間は、副園長又は教頭は、主幹保育教諭・指導保育教諭と同様に、

他の職員に対する指導・助言を行う立場にあり、その職務上、教育・保育の

両方に通じる必要性が他の職員よりも高いことから、主幹保育教諭・指導保

育教諭に係る特例の延長期間と合わせて、２年間（令和８年度末まで）とさ

れました。 

 

（※参考）保育教諭等の特例の延長 

 ・ 幼保連携型認定こども園で勤務する保育教諭等の資格要件については、幼

稚園教諭免許状及び保育士の登録を要する原則（法①第 15条第１項及び第

４項）及び幼稚園教諭免許状又は保育士の登録のいずれか一方を受けてい

ればよいとする特例（法②附則第５条第１項及び第２項）が設けられていま

した。 

 ・ 法③の改正に盛り込む形で、当該特例の期間が法②の施行後 10年（令和

６年度末まで）間から 15年間（令和 11年度末まで）に延長されました。 

 ・ ただし、主幹保育教諭・指導保育教諭については、他の職員に指導・助言

を行う立場にあり、教育・保育の両方に通じる必要性が他の職員よりも高い

こと等から、幼稚園教諭免許状又は保育士登録のいずれか一方のみで主幹

保育教諭・指導保育教諭となることができる特例については、２年間（令和

８年度末まで）延長されました。 

 

（２）市条例一部改正について 

 ・ 当該基準は附則に規定する事項のため、法①第１３条第２項及び基準府省

令第第１条第４号により、条例等を定めるに当たって参酌すべき基準とさ

れていますが、市条例に関し当該基準の内容について本市の実情において

異なる内容とすべき特殊事情・要因は見当たらないことから、国の基準府省

令と同じ内容の改正を行うこととします。 

 

３．施行期日 

 公布の日 

 

４．効果 

幼保連携型認定こども園の適正な運営に資することができます。 


